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政府は 2025 年 6 月 30 日、企業登録に関する政令第 168/2025/ND-CP 号（168 号政令）を制定した。本政令

は同年 7 月 1 日から施行され、同日から施行された企業法の一部を改正する法律第 76/2025/QH15 号（改正企

業法）の下での企業登録手続きを定めるものである。168 号政令の施行により、企業登録に関する政令第

01/2021/ND-CP 号（01 号政令）は失効した。以下、168 号政令のいくつかの改正点を紹介する。 

 

1．実質的所有者 

改正企業法が新たに実質的所有者の概念を導入したことを受けて、168 号政令は、実質的所有者に関する以

下の規定を置いた。 

（１）実質的所有者の判定基準1 

  168 号政令は、法人格を有する企業の実質的所有者とは、以下のいずれかの条件を満たす個人をいうと規

定した。 

   ▼直接または間接に、当該企業の定款資本の 25％以上または議決権付き株式総数の 25％以上を所有す

る個人 

   ▼以下のいずれかの事項の承認を支配する権利を有する個人 

    ○ 取締役の全部または多数、取締役会会長、社員総会会長、法定代表者、社長または総社長の選任・

免任・罷免 

    ○ 企業の定款の修正・補足 

    ○ 企業の管理組織機構の変更 

 
1
 168 号政令第 17 条 
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    ○ 企業の再編・解散 

 

（２）実質的所有者の申告・通知2 

  改正企業法は、企業を新規設立し、あるいは企業情報変更を申請する際に、実質的所有者のリストの提出

を求めている。3 

  168 号政令はその施行細則として、以下の場合、企業設立者または企業は、省級企業登録当局に対し、企

業の実質的所有者に関する情報を申告し、通知しなければならない（ただし、国が定款資本の 100％を保有する

企業における国の直接代表者、国有資本の管理・投資に関する法令の規定による株式会社・二人以上社員有限責

任会社における国有資本部分の代表者、または上場株式会社の株主あるいはその代表者を除く4）と規定した。 

   ▼25％以上の議決権付き株式総数を所有する株主である個人 

   ▼合名会社・二人以上社員有限責任会社における 25％以上の定款資本を所有する社員である個人 

   ▼一人社員有限責任会社の所有者である個人 

 

2．企業登録機関 

01 号政令は、省級・県級の 2 段階の企業登録機関を設置し、省級企業登録機関（具体的には、省級計画投資

局傘下の企業登録室）が企業登録書類の受理と企業登録の発行の権限を有すると規定していた。5 

これに対し 168 号政令では、改正地方政権組織法第 72/2025/QH15 号により県級行政機関が廃止されたこと

に伴い、省級・コミューン級の 2 段階の企業登録機関に変更した上で、省級の企業登録機関を、▽省級財政局傘

下の企業登録室（ハイテクパーク以外に所在する企業・支店・代表事務所・営業所を所轄）、▽ハイテクパーク管

理委員会（ハイテクパーク内の企業・支店・代表事務所・営業所を所轄）の 2 機関とし、各機関が所轄する企業

（事業世帯企業を除く）の企業登録書類の受理と企業登録の発行の権限を有するとした。6 

 

 
2 168 号政令第 18 条 
3 改正企業法第 1 条 8 項および同条 9 項、並びに同法第 3 条 1 項 
4 改正企業法第 1 条 1 項ｄ号及び同法第 1 条 13 項 
5 01 号政令第 15 条 
6 168 号政令第 20 条 
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3．企業登録書類 

168 号政令は企業登録書類について、下記の各点を変更した。 

（１）個人の法的書類の省略 

  01 号政令は企業登録書類として、会社の法定代表者、および、▽有限責任会社については自然人である会

社所有者・社員、組織である会社所有者・社員の委任代表者、▽株式会社については自然人である発起株主・外

国株主、組織である発起株主・外国株主の委任代表者、の法的書類（国民ＩＤカード・旅券などの身元証明書類）

の写しの提出を要求していた。7 

  168 号政令は新たに、上記に該当する個人の個人識別番号（電子ＩＤ番号）を申告する場合には、その個

人の法的書類の写しを提出する必要がないとの規定を置いた。8 

（２）会議議事録の省略 

  01 号政令では、企業の住所・名称・法定代表者の変更、二人以上社員有限責任会社の社員の変更、事業内

容の変更、または吸収合併受入会社・被存続分割会社の企業登録内容変更等の企業登録書類には、社員総会、株

主総会または取締役会の会議議事録が求められていた9が、168 号政令はこれらの議事録の提出を不要とした10。 

  なお、企業登録書類の書式に関し、財務省は 2025 年 7 月 1 日、168 号政令の下位法令として、企業登録

および世帯企業登録に使用する書式を定める通達第 68/2025/TT-BTC 号（68 号通達）を発行した。68 号通達は

即日施行され、これにより計画投資省通達第 01/2021/TT-BKHDT 号は失効した。 

 
7 01 号政令第 23 条及び 24 条 
8 168 号政令第 24 条 3 項 

9 01 号政令第 47 条、48 条、50 条、52 条、56 条、61 条 

10 168 号政令第 40 条、41 条、43 条、45 条、49 条、55 条 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/野口 哲朗 Tetsuro Noguchi/Nguyen Thi Hong Phuc/ Dao Thi Lan 

Anh/Bui Viet Anh 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp 

 

[ ハノイオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son/Nguyen Thi Anh 

Phuong 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp 

 

 

 

 

 


